
議案第69号 

 

寒川町議会議員及び寒川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関す 

る条例の一部改正について 

 

寒川町議会議員及び寒川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の

一部を改正する条例を次のように定める。 
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提案理由 

公職選挙法施行令の一部改正に伴い、所要の措置を講ずるため提案する。 

 

 



寒川町条例第 号 

 

寒川町議会議員及び寒川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関す 

る条例の一部を改正する条例 

 

寒川町議会議員及び寒川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例（令

和 2 年寒川町条例第 17 号）の一部を次のように改正する。 

第 8 条中「7 円 73 銭」を「8 円 38 銭」に改める。 

第 11 条中「541 円 31 銭」を「586 円 88 銭」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



寒川 町 議会 議 員及 び 寒川 町 長の 選 挙に お ける 選 挙運 動 の公 費 負担 に 関す  

る条 例 新旧 対 照表  

現行  改正 案  

（ 選 挙 運 動 用 ビ ラ の 作 成 の 公 費 負 担 額

及び 支 払手 続 ）  

（ 選 挙 運 動 用 ビ ラ の 作 成 の 公 費 負 担 額

及び 支 払手 続 ）  

第 8条  町 は 、 候 補 者 （ 前 条 の 規 定 に よ る

届 出 を し た 者 に 限 る 。 ） が 同 条 の 契 約

に 基 づ き 当 該 契 約 の 相 手 方 で あ る ビ ラ

の 作 成 を 業 と す る 者 に 支 払 う べ き 金 額

の う ち 、 当 該 契 約 に 基 づ き 作 成 さ れ た

選 挙 運 動 用 ビ ラ の 1枚 当 た り の 作 成 単 価

（ 当 該 作 成 単 価 が 7円 73銭 を 超 え る 場 合

に は 、 7円 73銭 ） に 当 該 選 挙 運 動 用 ビ ラ

の 作 成 枚 数 （ 当 該 候 補 者 を 通 じ て 、 法

第 142条 第 1項 第 7号 に 定 め る 枚 数 の 範 囲

内 の も の で あ る こ と に つ き 、 委 員 会 の

定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 候 補 者 か ら

の 申 請 に 基 づ き 、 委 員 会 が 確 認 し た も

の に 限 る 。 ） を 乗 じ て 得 た 金 額 を 、 第 6

条 後 段 に お い て 準 用 す る 第 2条 た だ し 書

に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る 場 合 に 限

り 、 当 該 ビ ラ の 作 成 を 業 と す る 者 か ら

の 請 求 に 基 づ き 、 当 該 ビ ラ の 作 成 を 業

とす る 者に 対 し支 払 う。  

第 8条  町 は 、 候 補 者 （ 前 条 の 規 定 に よ る

届 出 を し た 者 に 限 る 。 ） が 同 条 の 契 約

に 基 づ き 当 該 契 約 の 相 手 方 で あ る ビ ラ

の 作 成 を 業 と す る 者 に 支 払 う べ き 金 額

の う ち 、 当 該 契 約 に 基 づ き 作 成 さ れ た

選 挙 運 動 用 ビ ラ の 1枚 当 た り の 作 成 単 価

（ 当 該 作 成 単 価 が 8円 38銭 を 超 え る 場 合

に は 、 8円 38銭 ） に 当 該 選 挙 運 動 用 ビ ラ

の 作 成 枚 数 （ 当 該 候 補 者 を 通 じ て 、 法

第 142条 第 1項 第 7号 に 定 め る 枚 数 の 範 囲

内 の も の で あ る こ と に つ き 、 委 員 会 の

定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 候 補 者 か ら

の 申 請 に 基 づ き 、 委 員 会 が 確 認 し た も

の に 限 る 。 ） を 乗 じ て 得 た 金 額 を 、 第 6

条 後 段 に お い て 準 用 す る 第 2条 た だ し 書

に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る 場 合 に 限

り 、 当 該 ビ ラ の 作 成 を 業 と す る 者 か ら

の 請 求 に 基 づ き 、 当 該 ビ ラ の 作 成 を 業

とす る 者に 対 し支 払 う。  

（ 選 挙 運 動 用 ポ ス タ ー の 作 成 の 公 費 負

担額 及 び支 払 手続 ）  

（ 選 挙 運 動 用 ポ ス タ ー の 作 成 の 公 費 負

担額 及 び支 払 手続 ）  

第 11条  町 は 、 候 補 者 （ 前 条 の 規 定 に よ

る 届 出 を し た 者 に 限 る 。 ） が 同 条 の 契

約 に 基 づ き 当 該 契 約 の 相 手 方 で あ る ポ

ス タ ー の 作 成 を 業 と す る 者 に 支 払 う べ

き 金 額 の う ち 、 当 該 契 約 に 基 づ き 作 成

さ れ た 選 挙 運 動 用 ポ ス タ ー の 1枚 当 た り

の 作 成 単 価 （ 当 該 作 成 単 価 が 、 541円 31

銭 に ポ ス タ ー 掲 示 場 の 数 を 乗 じ て 得 た

金 額 に 316,250円 を 加 え た 金 額 を ポ ス タ

ー 掲 示 場 の 数 で 除 し て 得 た 金 額 （ 1円 未

満 の 端 数 が あ る 場 合 に は 、 そ の 端 数 は 1

円 と す る 。 ） を 超 え る 場 合 に は 、 当 該

除 し て 得 た 金 額 ） に 当 該 選 挙 運 動 用 ポ

ス タ ー の 作 成 枚 数 （ 当 該 候 補 者 を 通 じ

て ポ ス タ ー 掲 示 場 の 数 の 範 囲 内 の も の

第 11条  町 は 、 候 補 者 （ 前 条 の 規 定 に よ

る 届 出 を し た 者 に 限 る 。 ） が 同 条 の 契

約 に 基 づ き 当 該 契 約 の 相 手 方 で あ る ポ

ス タ ー の 作 成 を 業 と す る 者 に 支 払 う べ

き 金 額 の う ち 、 当 該 契 約 に 基 づ き 作 成

さ れ た 選 挙 運 動 用 ポ ス タ ー の 1枚 当 た り

の 作 成 単 価 （ 当 該 作 成 単 価 が 、 586円 88

銭 に ポ ス タ ー 掲 示 場 の 数 を 乗 じ て 得 た

金 額 に 316,250円 を 加 え た 金 額 を ポ ス タ

ー 掲 示 場 の 数 で 除 し て 得 た 金 額 （ 1円 未

満 の 端 数 が あ る 場 合 に は 、 そ の 端 数 は 1

円 と す る 。 ） を 超 え る 場 合 に は 、 当 該

除 し て 得 た 金 額 ） に 当 該 選 挙 運 動 用 ポ

ス タ ー の 作 成 枚 数 （ 当 該 候 補 者 を 通 じ

て ポ ス タ ー 掲 示 場 の 数 の 範 囲 内 の も の



で あ る こ と に つ き 、 委 員 会 が 定 め る と

こ ろ に よ り 、 当 該 候 補 者 か ら の 申 請 に

基 づ き 、 委 員 会 が 確 認 し た も の に 限

る 。 ） を 乗 じ て 得 た 金 額 を 、 第 9条 後 段

に お い て 準 用 す る 第 2条 た だ し 書 に 規 定

す る 要 件 に 該 当 す る 場 合 に 限 り 、 当 該

ポ ス タ ー の 作 成 を 業 と す る 者 か ら の 請

求 に 基 づ き 、 当 該 ポ ス タ ー の 作 成 を 業

とす る 者に 対 し支 払 う。  

で あ る こ と に つ き 、 委 員 会 が 定 め る と

こ ろ に よ り 、 当 該 候 補 者 か ら の 申 請 に

基 づ き 、 委 員 会 が 確 認 し た も の に 限

る 。 ） を 乗 じ て 得 た 金 額 を 、 第 9条 後 段

に お い て 準 用 す る 第 2条 た だ し 書 に 規 定

す る 要 件 に 該 当 す る 場 合 に 限 り 、 当 該

ポ ス タ ー の 作 成 を 業 と す る 者 か ら の 請

求 に 基 づ き 、 当 該 ポ ス タ ー の 作 成 を 業

とす る 者に 対 し支 払 う。  

附  則  

この 条 例は 、 公布 の 日 か ら 施行 す る。  


